
（様式－１ 表紙）

１ 調査名称：名張市総合都市交通マスタープラン策定業務

２ 調査主体：名張市

３ 調査圏域：名張市全域

４ 調査期間：平成２２年度～平成２３年度

５ 調査概要：

これまで、市内の自動車交通や公共交通については、それぞれ独自に計画を策

定し、個別に事業を実施してきたが、今後は、公共交通、自動車交通、歩行者・

自転車交通を一体的にとらえ、適切な交通需要の誘導施策を含む総合交通体系の

視点から、戦略的かつ総合的な都市交通マスタープランを立案する必要がある。

また、都市交通マスタープランの立案にあたっては、まちづくりとの連携を重

視し、名張市が目指す将来都市像「このまちが私のふるさと なばり 豊かな自

然とくらしが織りなす美しいまち みらいにつなぐこのまちが 私たち共有の財

産です」を実現することができる交通施策の展開を図るものとする。

「名張市総合都市交通マスタープラン」は、交通まちづくりの実践に向けた道

路整備や公共交通など個別対策の有効性や、市民・地域、交通事業者・企業、行

政の役割を明らかにするとともに、都市マスタープランとの整合を図るため、目

標年次を概ね20年後となる平成40年とし、平成24年度から平成40年度を対象期間

としている。



（様式－２ａ 調査概要）

Ⅰ 調査概要

１ 調査名：名張市総合都市交通マスタープラン策定業務

２ 報告書目次

序論

１ 策定の目的

２ 位置づけ及び計画目標年次

１章 関連計画などの整理

１ 都市交通を取り巻く社会経済の潮流

２ 上位計画・関連計画の整理

２章 都市交通の現状分析

１ 名張市の都市構造特性

２ 名張市の都市交通特性

３ 名張市の交通に関するアンケート

４ 都市交通に関する課題整理

３章 交通将来像と都市交通施策の基本方針

１ 名張市の交通将来像

２ 都市交通施策の基本方針

３ 将来幹線道路網計画

３－１ 計画策定の背景と目的

３－２ 道路関連施策の基本方針

３－３ 都市道路計画に関する基本方針

３－４ 地区道路計画に関する基本方針

３－５ 将来幹線道路網案の作成

３－６ 既存道路網計画の見直しの基本的な方針

４ 公共交通体系計画

４－１ 計画策定の背景と目的

４－２ 公共交通関連施策の基本方針

４－３ 公共交通の利用促進による維持・充実に向けて

４－４ 持続可能なコミュニティバスの運行に向けた基本的な方針



５ 自転車・歩行者計画

５－１ 計画策定の背景と目的

５－２ 自転車・歩行者計画の基本方針

６ 交通まちづくりのための行動計画

６－１ 計画策定の背景と目的

６－２ 交通まちづくりのための行動計画の基本方針

４章 目標の実現に向けた施策の整理と展開

１ 名張市総合都市交通マスタープランの展開方向

２ 施策の整理

３ 推進体制の検討

４ 進行管理の検討

用語解説



（様式－２ｂ 調査概要）

３ 調査体制

名張市都市計画審議会

（会長：名張商工会議所顧問 辰巳雄哉）

名張市都市計画審議会小委員会

〔名張市総合都市交通マスタープラン策定検討委員会〕

（委員長：名城大学 理工学部建設システム工学科 教授 松本）

総合都市交通マスタープラン策定等ワーキング

（事務局：都市計画室）



４ 委員会名簿等：

名張市都市計画審議会小委員会 委員名簿

所属 役職等 氏名

委 員 長 名城大学理工学部建設システム工学科 教 授 松本 幸正

委 員 近畿日本鉄道株式会社鉄道事業本部 部 長 倉橋 孝壽

企画総括部営業企画部

委 員 三重交通株式会社伊賀営業所 所 長 乾 一彦

委 員 三重県旅客自動車協会伊賀支部 支部長 小松 信三

委 員 地域づくり代表者会議 会 長 井川 敏雄

委 員 地域づくり代表者会議 副会長 室谷 芳彦

委 員 地域づくり代表者会議 副会長 冨山 修

委 員 国土交通省中部運輸局三重運輸支局 首席運輸企 小林 博之

画専門官

委 員 三重県政策部交通政策室 室 長 笠谷 昇

委 員 伊賀建設事務所 副所長 東 和幸

オブザーバー 国土交通省中部地方整備局 課長補佐 内藤 正仁

建政部都市整備課

オブザーバー 三重県県土整備部都市政策室 副室長 飯田 充孝

オブザーバー 三重県警察本部交通規制課 課 長 伊藤 正彦

オブザーバー 名張警察署交通課 課 長 東口 晴彦

総合都市交通マスタープラン策定等ワーキング 委員名簿

部 室 氏名

企画財政部 総合企画政策室 夏秋 佳生

地域政策室 萩田 敏文

生活環境部 生活環境政策室 中 悦子

健康福祉部 健康福祉政策室 高嶋 正広

産業部 産業政策室 朝野 陽助

教育委員会事務局 教育総務室 今井 寛

都市整備部 建築開発室 前川 肇

都市整備政策室 松本 壽次

道路河川室 中森 厚志



（様式－３ａ 調査成果）

Ⅱ 調査成果

１ 調査目的

名張市都市マスタープランでは、本市の目指すべき将来都市像を「集約連携型の都

市」としており、それぞれの「拠点」において、その特性を活かした一定程度の集約

化を図るとともに、それぞれの拠点を軸で結ぶことで各拠点が相互に補完し、「新し

い公」の社会形成によって、都市経営効率の向上や公共サービス水準の維持向上を図

ることとしている。

名張市総合都市交通マスタープランは、集約連携型都市の軸を担う交通施策につい

て、

・移動の利便性や効率を高める視点

・高齢化が進む中で交通弱者の移動手段を確保する視点

・都市や地域の安心・安全や、産業・観光・交流・にぎわいを支える視点

・環境に配慮した低炭素社会を実現する視点

などから交通全体の施策体系を検証し、まちづくりとの連携による 「交通まちづく

り」 の実践に向けて、道路整備や公共交通など個別施策の有効性や、市民・地域と

交通事業者・企業、行政の役割を明らかにするものである。

ここでいう 「交通まちづくり」 とは、市民・地域、交通事業者・企業及び行政な

どが目指すべき将来都市像を共有し、その実現に向けて、これまで以上に連携を深め、

協働で交通とまちづくりを一体的に取り組むことを指している。



２ 調査フロー

平成22年度 

平成23年度 

Ⅰ．関連計画などの整理 
 １．都市交通を取り巻く社会経済の潮流 
 ２．上位・関連計画の整理 

Ⅲ．交通将来像と都市交通施策の基本方針 
 １．名張市の交通将来像 
 ２．都市交通施策の基本方針 
 ３．将来幹線道路網計画 
 ４．公共交通体系計画 
 ５．自転車・歩行者計画 

Ⅱ．都市交通の現状分析 
 １．名張市の都市構造特性 
 ２．名張市の都市交通特性 
 ３．名張市の交通に関するアンケート 
 ４．都市交通に関する課題整理 

Ⅳ．目標の実現に向けた施策の整理と展開 
 １．名張市総合都市交通マスタープランの展開方向  
 ２．施策の整理 
 ３．推進体制の検討 
 ４．進行管理の検討 



３ 調査圏域図
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４ 調査成果

■都市交通に関する課題整理

本市の都市構造や交通特性、交通に関する市民ニーズなどを踏まえた上で、都

市マスタープランで掲げた将来都市像「集約連携型都市」の実現に向け、名張市

総合都市交通マスタープラン策定の目的で示した４つの視点と交通まちづくりの

観点から、分かりやすく、多様な主体が共有でき、連携と協働で進める基本目標

を設定し、この基本目標からみた本市の都市交通の課題を以下に整理する。

図 都市交通の課題

 Ａ．「ひとにやさしい交通まちづくり」に関する課題 

①安心・安全な自転車・歩行者ネットワークの形成 

②民間路線バスの維持・活性化 

③公共交通によるモビリティの確保 

④生活交通の維持に関する枠組みの検討 

Ｂ．「都市と地域の発展を支える交通まちづくり」に関する課題 

①広域交通体系へのアクセス利便性の向上 

②東西南北都市交通軸の円滑化 

③都市計画道路をはじめとする市内幹線道路網の検証 

④市街地拠点へのアクセス利便性の向上 

⑤都市活力の創出への対応 

⑥鉄道へのアクセス利便性の向上 

Ｃ．「環境に配慮した持続可能な交通まちづくり」に関する課題 

①適切な交通手段分担の実現 

②ベスト・ミクスト・ネットワークの実現 

Ｄ．「災害に強い安心・安全な交通まちづくり」に関する課題 

①災害に強い安心・安全な交通まちづくりへの対応 

 



■交通将来像

都市交通に関する課題への対応を図るため、これからは、自動車による円滑な

モビリティと災害に強い交通体系を確保するとともに、人と環境にやさしい、持

続可能な集約連携型都市の構築を目指す。

そのために、公共交通による移動の利便性を確保するとともに、安心・安全な

自転車・歩行者交通環境を創出し、かしこく自動車を利用する暮らしと望ましい

都市交通体系「ベスト・ミクスト・ネットワーク」の構築を目指す。

図 交通将来像



■都市交通施策の基本方針

 



■将来幹線道路網計画

名張市が目指す交通将来像の実現に向け、交通まちづくりの観点から、“人”

が安心・安全に移動でき、“モノ”が迅速・円滑に処理される道路交通体系を構

築するため、広域交通体系へのアクセス利便性向上を図るとともに、都市間及び

都市内の自動車交通の円滑化に資する幹線道路網の整備を図るものとする。



■公共交通体系計画

鉄道、路線バス、コミュニティバスが相互に連携した利用しやすい公共交通ネ

ットワークを形成し、交通行動の変容を促す取組などにより、公共交通の利用を

促進することで過度に自動車に依存した交通体系から公共交通を中心に自転車・

徒歩を含めた多様な交通手段が有機的かつ一体的に機能する「ベスト・ミクスト

・ネットワーク」の整備・形成を目指す。

 



■自転車・歩行者計画

自転車・歩行者計画では、歩行者と自転車の安心・安全を確保することが重要

であり、そのためには、自転車の利用空間のあり方を明らかにすることが求めら

れている。ここではまず、自転車の利用空間を機能分類するとともに、徒歩・自

転車利用の目的に応じたネットワーク形成に関する基本方針及び徒歩・自転車利

用を促進する各種施策展開に関する基本方針を定めるものとする。



■交通まちづくりのための行動計画

交通まちづくりのための行動計画では、前項までに示した分野別計画の基本方

針に基づき、市民・地域、交通事業者・企業及び行政などの各主体が実施する施

策・計画の実施をより効果的かつ効率的なものとするための行動計画を検討する

ものとする。

 



■施策の整理

都市交通のビジョンで示した「ベスト・ミクスト・ネットワーク」の構築に向

けた4つの基本目標を具現化するため、総合的な観点から将来幹線道路網計画、

公共交通体系計画、自転車・歩行者計画、交通まちづくりのための行動計画の分

野別計画を効果的・効率的に取り組むため、以下に施策を整理する。

 



■今後の取組と進行管理

総合都市交通マスタープランの具体的な展開にあたっては、市民・地域、交通

事業者・企業及び行政などが、それぞれの立場・役割を限定して分業する体制か

ら、それぞれの主体が重なりを持ち、新しい運営形態を構築するとともに、これ

まで以上に連携を高め、協働で交通まちづくりを進めるものとする。

 



基本目標を達成する各種施策の展開において、各主体の役割と連携の取組案を

以下に整理する。

 


